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序 目的と方法

（１）計画の目的

東川町耐震改修促進計画（以下「本計画」という）は、東川町において大規模地震が発

生した場合にそなえ、「建築物の耐震改修の促進に関する法律※」及び「東川町住宅・建

築物耐震化促進計画」に基づき、東川町に存在する新耐震基準導入以前の既存建築物につ

いて、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に推進することにより、東川町の安全

なまちづくりを目指すことを目的とします。

※ 以下、耐震改修促進法と略称で記す。

（２）計画の位置づけ

本計画は、耐震改修促進法（第５条７項）に基づく計画です。

計画策定にあたっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための基本的な方針（国土交通省告示）、北海道耐震改修促進計画

（法定計画）を踏まえると共に、東川町総合計画、地域防災計画、住宅・建築物耐震化促

進計画など東川町の上位計画、関連計画と整合を図り、定めます。

図 計画の位置づけ

東川町総合計画（プライムタウンづくり計画２１－１）

（関連計画）

・東川町地域防災計画（平成18年３月改正）

・東川町住宅・建築物耐震化促進計画（平成18年12月）

・東川町第２期住宅マスタープラン（平成16年３月）

東川町耐震改修促進計画（平成20年３月）

■国 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成18年１月改正）

・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

(平成18年１月、国土交通省告示第184号）

■北海道 ・北海道耐震改修促進計画（平成18年12月）
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（３）対象区域・対象建築物

本計画の対象区域は、東川町の行政区域全域とします。

対象とする建築物は、建築基準法の耐震基準（昭和56年６月１日施行）の適用以前に建

てられた既存の住宅・建築物とします。

（４）計画期間

計画期間は、平成20年度から29年度末までの10ヶ年とします。

なお、社会情勢等が大きく変化するなど計画の見直しが必要となった場合には、適宜見

直しを行うものとします。

（５）計画の構成

計画の構成は、以下に示すとおりです。

図 計画の構成

序 目的と方法

＜調査編＞ １．東川町の概要

２．地震災害と被害想定

３．関連計画、特定建築物

４．耐震改修促進のための課題

＜計画編＞ ５．基本方針

６．施策の展開方針

７．重点的に取り組む施策

８．計画の推進に向けて
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（６）策定体制

本計画は、副町長を委員長とする東川町耐震改修促進計画策定委員会の審議を経て策定

します。策定体制及び審議経過は以下のとおりです。

図 策定体制

国・道に提出 町民に公表

町 長 議 会

地域防災会議

策定委員会

委員長：副町長

（産業・建設担当）

委 員：関係課長

＜北海道＞

説明 説明

北海道 事務局（都市建設課）

建築指導課 町内関係団体

上川支庁 意見 事務局長：都市建設課長 意見

建設指導課 庶 務 ： 建築係

委託（専門コンサルタント）
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表 検討経過

日 時 会議名称 議題など

平成19年12月21日 第１回策定委員会 ・事業の主旨説明

・現状と課題について中間報告

・計画の構成について説明

平成20年１月22日 上川支庁との協議 ・計画策定の進捗状況の説明

・推進施策などについて意見交換

平成20年１月29日 北海道との協議 ・計画策定の進捗状況の説明

・推進施策などについて意見交換

平成20年２月４日 第２回策定委員会 ・耐震化の現状と推計の説明

・基本方針、施策方針（案）の審議

平成20年２月21日 第３回策定委員会 ・計画案の説明

・施策方針、重点事業（案）の審議、了承

平成20年２月28日 町長説明 ・経過報告と案の決定

平成20年３月４日 地域防災会議 ・計画の説明

平成20年３月14日 議会報告 ・計画の説明

・意見交換
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